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地方裁判所事務局総務課長殿

地方裁判所事務局会計（出納）課長殿

司法研修所事務局経理課長堤 亮子

導入修習及び分野別実務修習に参加するための旅費について

（事務連絡）

第71期（平成29年度）司法修習に係る導入修習及び分野別実務修習に参加す

るための旅費については，下記のとおりですので， よろしくお取り計らいください。

記

1 支給する旅費について

(1)採用内定時の住所又は居所から司法研修所までの旅行に係る鉄道賃，船賃，

航空賃，車賃（以下鉄道賃，船賃航空賃，車賃を「交通費」 という。 ）及び

日当

（2） 司法研修所から分野別実務修習のために配属された修習地（以下「配属修習

地」 という。 ）の地方裁判所（以下「実務修習庁」 という。 ）までの旅行に係

る交通費及び日当（配属修習地が東京，立川，横浜， さいたま及び千葉の者を

除く。 ）

2旅費支給庁

司法修習生が配属された地方裁判所

3旅費の支給について

交通費及び日当については，本事務連絡に定めるほか，国家公務員等の旅費に

関する法律等に準じて支給する。



4 その他

旅費の支給方法等については，

集旅費支給の留意点」のとおり

別添の「導入修習及び分野別実務修習に伴う招



(29.11.1）

導入修習及び分野別実務修習に伴う招集旅費支給の留意点

1 招集旅費の支給方法について

（1） 導入修習参加のための旅費及び分野別実務修習参加のための旅費（採用内定時の住

所又は居所→司研→実務修習庁）は，その性質上，招集旅費として扱う。

（2） 旅行命令権者は， 司法修習生が属する地方裁判所長とする。

（3） 具体的な支給方法，考え方は，別紙1のとおりである。

採用内定時の住所又は居所から司研までの旅費については，従前，採用内定時に東

京都，神奈川県，埼玉県又は千葉県（以下「東京近郊」 という。）を住所又は居所と

する司法修習生についても実務修習庁までの招集旅費を支給していたことに鑑み，東

京近郊を住所又は居所とする司法修習生にも司研までの招集旅費を支給するが，導入

修習後の司研から東京近郊の裁判所（東京，立川，横浜， さいたま及び千葉）までの

旅費（交通費及び日当）は，通勤と同一視されるべき移動として支給しない。

他方，東京近郊以外の裁判所に配属される司法修習生については，導入修習後の司

研から実務修習庁までの旅費も支給の対象となる。

2 招集旅費（交通費）について

導入修習参加のための旅費（採用内定時の住所又は居所→司研）及び分野別実務修習

参加のための旅費（司研→実務修習庁）は， それぞれ出発地から目的地までの最も経済

的な通常の経路及び方法による旅費を支給する。また，導入修習終了後，修習生が転居

等の準備のため採用内定時の住所又は居所に戻った場合や実家へ帰省した場合であって

も，旅費は司研から実務修習庁までの最も経済的な通常の経路及び方法による旅費を支

給する。なお， この導入修習終了後に実家へ帰省する場合は，私事旅行許可申請を提出

させる必要はない。

(1) Icカードの利用

「現金運賃」 と 「ICカード1円単位の運賃」の2種類の運賃体系となっている鉄道

等の交通機関については，本人の申告に従い，現に支払った運賃の金額を支給する。

（2） 航空機を利用した旅費の支給

次の場合には航空機を利用した旅費を支給する。ただし，実際に利用した航路及び

運賃の種類による旅行が最も経済的な通常の経路及び方法でない場合は， 「最も経済

的な通常の経路及び方法」により旅行した場合の金額を限度に旅費を支給する。

ア導入修習参加のための旅行（採用内定時の住所又は居所から司研まで）で航空機

を利用した場合

イ分野別実務修習参加のための旅行（司研から実務修習庁まで）で航空機を利用し

た場合

（3） 航空賃支払を証明するに足る資料の取扱い

ア導入修習参加のための旅行(採用内定時の住所又は居所から司研まで)における，

航空賃の支払を証明するに足る資料（搭乗券，搭乗証明書及び領収書等）は，司研



において徴取し，実務修習庁に送付する。

イ分野別実務修習参加のための旅行（司研から実務修習庁まで）における航空賃の

支払を証明するに足る資料（搭乗券，搭乗証明書及び領収書等）は，実務修習庁に

おいて徴取する。

3 招集旅費（日当）について

導入修習参加のための旅行及び分野別実務修習参加のための旅行においては，国家公

務員等の旅費に関する法律別表第一に定める日当の定額の2分の1を支給する。

なお，導入修習後の司研から東京近郊の裁判所までの旅行，在勤地内旅行及び在勤地

内を超える近距離（行程100キロメートル未満）旅行においては, 4及び5のとおり

日当は支給しない。

4在勤地内の旅費支給について

採用内定時に司研の在勤地内を住所又は居所とする司法修習生については，導入修習

参加のための旅費支給は次のとおりとする。

（1） 採用内定時の住所又は居所から司研までの行程が8キロメートル未満の場合は，交

通費及び日当は支給しない。

（2） 採用内定時の住所又は居所から司研までの行程が8キロメートル以上の場合は，交

通費の実費のみを支給する。

なお，司研の在勤地の地域は，別紙2のとおりである。

5 在勤地内を超える近距離（行程100キロメートル未満）旅行の旅費支給について

（1） 導入修習参加のための旅行において，採用内定時の住所又は居所から司研までの行

程が100キロメートル未満の場合は，交通費の実費のみを支給する。

（2） 分野別実務修習参加のための旅行において， 司研から実務修習庁までの行程が10

0キロメートル未満となるのは，実務修習庁が東京近郊の場合のみであり，それ以外

の庁は該当しない。実務修習庁が東京近郊の場合は1の(3)のとおりとする。

6採用内定時の住所又は居所について

採用内定時の住所又は居所は，原則として， 司法修習生から提出された「導入修習・

分野別実務修習参加のための旅費申告書」記載の住所によることとし，疑義が生じた場

合は疎明資料を提出させる等して確認する。

7旅行命令簿等の記載方法について

(1) 発令日について

旅行命令は， 司研が司法修習生に対して司法修習開始日を通知した日以降，各実務

修習庁において旅行命令発令の準備が整い次第，適宜発令する。

第71期司法修習生の旅行命令発令日は， 10月20日以降で,各修習生の旅行日

前の適宜の日となる。

（2） 旅行日について



旅行日は，司法修習生が，実際に旅行を行った日 （導入修習地及び分野別実務修習

配属地到着日） とする。

なお，実際に旅行を行った日については，航空機を利用した場合には，搭乗券等に

記載された搭乗日となり，それ以外の場合は，本人の申告によるものとする。

(3) 旅行命令簿の記載例

別紙3のとおり

旅費請求書の記載例

別紙4のとおり

(4)



(別紙1） (29.11.1 ）

【凡例】

･｢東京近郊｣とは,東京,神奈川,埼玉,千葉をいう。

．｢東京近郊庁｣とは,東京地(立川支部含む),横浜地,さいたま地，
千葉地をいう。

〔旅行命令〕
採用内定時の住所地から司法研修所(用務地)における導入修習を経て実務修習庁に登庁するよう旅行命令を発する。
〔招集旅費〕
実務修習庁に向けて住所地を出発している(住所地を離れている｡)として,和光市を経由地(用務地)とし,それぞれ
旅費支給の区間を決定

①地方から異なる地方へ 招集旅費

福岡市＝司研,司研＝札幌地裁

※入寮したか否かによって取扱いを異にしない(②以下についても同じ)。
福岡市 司研(和光市） 札幌地裁→ 一

(東京近郊以外） (東京近郊庁以外）

②地方から同じ地方へ 招集旅費

福岡市＝司研,司研＝福岡地裁

福岡市 司研(和光市） 福岡地裁→ →

(東京近郊庁以外）(東京近郊以外）

③地方から東京近郊庁へ 招集旅費

福岡市一司研
※この区間の移動は,通勤と同視されるべき移動であり,減額調整の対
象として支給しない。

※
今福岡市 東京地裁司研(和光市）→

（東京近郊以外）

④東京近郊から地方へ

(東京近郊庁）

招集旅費

東京23区一司研,司研一札幌地裁

※

→東京23区 札幌地裁司研(和光市） 一

字23区一 （和ツ は導入修習時に通所することになるが,初※

日の片道のみ支給対象となる。(東京近郊） (東京近郊庁以外）

⑤東京近郊から同じ東京近郊庁へ
※1

招集旅費

東京23区＝司研
潅
今 ，､23区－ ．， （和引 は導入修習時に通所することになるが，

p◎

司視されるべき移動であり.減額調整の

※1東京23区 東京地裁司研(和光市）→

初日の片道のみ支給対象となる。
※2この区間の移動は,通勤と同視されるべき移動であり．
対象として支給しない。

(東京近郊） (東京近郊庁）
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(別紙3）

旅行命令・依頼簿

所属部局課

(又は所属団体）
○○地方裁判所

住 所

(又は居所）
○○市△△町1－2－3

官職(又は職業） 司法修習生 氏 名 ○×△□ 職務の級
.平成 年 月 日 級

2級相当
平成 年 月 日 級

発 令

年月日
用 務 用務先 旅行期 間

旅行命

令権者
の認印

旅行者
の認印

支出官
等の

認印

概算払

年月日 金額

精算払

年月日 金額
備考

H29.O.O

H29.O.O

参加のため

分野別 加のため

司法研修所

○○地方裁判所

●
●

年
年
９
９

２
２
自
至

1日間

自
至

〆

日
日
●
●

月
月

1日間

印

印

円 円

/首
至

年 月 日

年 月 日
日間

自 年 月 日

至 年 月 日
日間

自 年 月 日

至 年 月 日
日間

印

印

印

印

印

印

自 年 月 日

至 年 月 日
日間 印 印

自 年 月 日

至 年 月 日
日間 印 印

自 年 月 日

至 年 月 日
日間 印 印

自 年 月 日

至 年 月 日
日間 印 印

自 年 月 日

至 年 月 日
日間 印 印

自 年 月 日

至 年 月 日
日間 印 印

自 年 月 日

至 年 月 日
日間 印 印



(記載例）(別紙4）

旅 費 精 算 請 求書

○○地方裁判所官署支出官殿

所属局部課 官職

○○地方裁判所 司法修習生

概算額 精算額

16,530

職務の級 氏 名

2級 修習太郎 印

追給額 返納額

旅行命令権者印

年月日 出発地 経路 到着地 宿泊地 鉄 道 賃

路程(km) 旅客運賃 急行料金 特別車両 計

航望

路程(km)

賃

運賃

船 賃

路程(km) 運賃

車賃

路程(km) 実費額

日 当

日数 定額

宿 1

夜数

I 料

定額

H29.O.O ○○ 鉄道 司法研修所 18．8 410

円 円 円
410

円 円 円
175

円 口 円

H30.O.O 司法研修所 鉄道 ○○ 610.3 9,530 5,390 14,920 175 l/2 850

合 計 629.1 9,940 5,390 15,330 350 850

上記のとおり旅費を請求します

平成30年●月●日

。

備
考

支
出
科
目

裁判所

最高裁判所

司法修習生旅費


